
 

 

 

 

 

 

 

 経過措置期限延長のご案内  

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、既に販売名変更のご案内をさせていただいております下記製品につきまして、経過措置期限が 

2021年 3月 31日とご案内しておりましたが、令和 3年 3月 5日付官報告示（厚生労働省告示第 63号） 

にて、下記の通り経過措置期限が延長されましたので、ご案内申し上げます。 

今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

■ 経過措置期限延長品目 

旧販売名 新販売名 

スミル外用ポンプスプレー３％ フェルビナク外用ポンプスプレー３％「三笠」 

スミルスチック３％ フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 

スミルテープ３５mg フェルビナクテープ３５mg「三笠」 

スミルテープ７０mg フェルビナクテープ７０mg「三笠」 

スミルローション３％ フェルビナクローション３％「三笠」 

     

 

 ■ 旧販売名品の経過措置期限：２０２１年９月３０日 

 ※２０２１年１０月１日以降は、旧販売名での保険請求はできませんのでご留意ください。 

※ご不明な点は弊社販売担当者へお問い合わせください。                     
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